
第2　給与所得の源泉徴収事務

Ⅰ　源泉徴収事務のあらまし

　居住者に支払う給与所得の源泉徴収事務は、月々（日々）の給料や賞与などを支払う際に行う源泉徴収の
事務と年末に行う年末調整の事務とに大別され、①課税対象となる給与所得の範囲、②配偶者控除や扶養控
除などの各種控除の適用要件、③税額表の使い方や具体的な税額計算の方法などが、そのポイントとなります。
（注）　居住者と非居住者との区分は、その人の国籍や在留資格（入国ビザ）には関係がなく、その人が国内に住所を有するか又は
　　国内に継続して1年以上居所を有するかどうかなどにより判定しますが、次の場合には、それぞれ次のように取り扱われます。
　　１　国内に居住することとなった人が、国内に継続して１年以上居住することを通常必要とする職業を有するような場合
　　　には、その人は国内に住所を有する人と推定されます（所令 14）。
　　２　国外に居住することとなった人が、国外に継続して１年以上居住することを通常必要とする職業を有するような場合
　　　には、その人は国内に住所を有しない人と推定されます（所令 15）。
※　この説明書における「税額表」とは、「給与所得の源泉徴収税額表」（月額表及び日額表）及び「賞与に対する源泉徴収税額
の算出率の表」のことをいいます。

　給与所得の源泉徴収事務のあらまし及び源泉徴収を行うに当たって使用する税額表や申告書等は、次のとおりです。
　また、国税庁では、源泉徴収義務者の方に最新の情報をお届けするため、国税庁ホームページ内に特設ページ
として「源泉徴収義務者の方」のページ【https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm】を設けています。
　この特設ページでは、税額表や「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」などの各種様式、「源泉徴収の
あらまし」などの各種手引・パンフレットをはじめ、源泉所得税に関する質疑応答事例など源泉徴収の手続
に際し必要となる情報を掲載していますので、是非ご利用ください。
　なお、この特設ページは、国税庁ホームページのトップページの右下にある「源泉徴収義務者の方」の入
口から簡単にアクセスすることができます。

○　月々（日々）の給料や賞与などを支払う際に行う源泉徴収事務

○　年末調整事務等

〈事務の内容〉

〈事務の内容〉

〈使用する税額表や申告書等〉

〈使用する税額表や申告書等〉

１　源泉控除対象配偶者、源泉控除対象親族など
　の内容の確認

５　生命保険料・地震保険料控除、配偶者（特
別）控除、特定親族特別控除、基礎控除、住
宅借入金等特別控除、所得金額調整控除など
の各種控除額の確認

給与所得の源泉徴収税額表（月額表及び日額表）、
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

（注）租税特別措置法第41条の３の12第１項に規定する
　　申告書をいいます。以下同じです。

給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配
偶者控除等申告書、給与所得者の特定親族特別
控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書、給
与所得者の住宅借入金等特別控除申告書、所得金
額調整控除申告書（注）

給与所得の源泉徴収票

年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金
額の表、年末調整のための算出所得税額の速算表、
給与所得に対する源泉徴収簿、給与所得・退職所得
等の所得税徴収高計算書（納付書）

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納
付書）

２　給料や賞与などに対する源泉徴収税額の計算

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

給与所得に対する源泉徴収簿３　源泉徴収税額の徴収とその事績の記録

４　源泉徴収税額の納付

６　年末調整による過不足額の精算と納付

７　源泉徴収票の本人交付と税務署への提出

Ⅱ　給与所得の範囲

　給与所得には、通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、諸手当やいわゆる現物給与も含まれます。
　この給与所得の範囲について注意していただく点は、おおむね次のとおりです。
1　通勤手当等
　通常の給与に加算して支給される通勤手当や通勤用定期乗車券（これらに類する手当や乗車券を含みま
す。）は、通勤手段や通勤距離の区分に応じた一定の金額までは課税されないことになっています（所法
９①五、所令 20 の２）。
詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサーをご確認ください。

「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」
【https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm】

「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」 
【https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm】

2　特殊な給与等

区　　　　分 取　　　　　　　　扱　　　　　　　　い

旅 費

　給与所得を有する人の次に掲げる旅行に必要な支出に充てるため支給される金品でその旅行
について通常必要と認められるものについては、課税されません（所法９①四）。
①　勤務する場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行
②　転任に伴う転居のために行う旅行
③　就職や退職した人の転居又は死亡により退職した人の遺族が転居のために行う旅行

宿 日 直 料

　宿日直料は、宿日直を本来の職務とする人の宿日直料など一定のものを除き、１回の宿日直に
ついて支給される金額のうち 4,000 円（宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事が
ある場合には、4,000 円からその食事の価額を控除した残額）までの部分については、課税され

交 際 費 等 　交際費や接待費等として支給される金品は給与等とされますが、使用者の業務のために使用

結婚祝金品等
　雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は給与等とされますが、その金額が
支給を受ける人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されま

葬祭料､香典、
見舞金

葬祭料や香典、災害等の見舞金は、その金額が社会通念上相当と認められるものであれば、
課税されません（所基通９-23)。

労働基準法や船員法の規定により受ける療養の給付や休業補償などについては、課税されま
せん（所法９①三イ、所令20①)。

労働基準法等
の規定による
各 種 補 償 金

学 資 金

学資に充てるために給付される金品のうち給与その他対価の性質を有するものについては、
非課税の対象から除外されていますが、給与所得者が使用者から受ける学資金のうち、通常の
給与に加算して給付されるものについては、法人である使用者からその法人の役員の学資に充
てるために給付するものなど一定の場合に該当するものを除き、課税されません（所法９①十
五)。

-１）。

-４）。

-５）。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm


3　現物給与の取扱い
　 給与等は金銭で支給されることが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように物や権利そ
　の他の経済的利益をもって支給されることがあります。
　 このような、いわゆる現物給与も給与等に当たりますが、現物給与には、①職務の性質上欠くことのでき
　ないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、②換金性に欠けるもの、③その評価
　が困難なもの、④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭による給与等と異なる性質があり、
　また、⑤政策上特別の配慮を要するものなどもあるため、特定の現物給与については、課税上金銭による給
　与等とは異なった次のような特別の取扱いが定められています。

区　　　　　分 取　　　　　　　　扱　　　　　　　　い

食 事 の 支 給

　使用者が支給する食事については、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負
担すれば、原則として課税されません。ただし、その食事の価額からその人の負担した金額

２）。

６-１ ９-１））。

９ ９-８）。

８-１）。７

８-１））。５６-９

を控除した残額（使用者の負担額）が月額 3,500 円を超えるときは、その使用者の負担額（そ

　この場合の使用者の負担額が 3,500 円を超えるかどうかは、消費税及び地方消費税の額を

①　使用者が調理して支給する食事については、その食事の材料等に要する直接費の額に相
　当する金額
②　使用者が飲食店等から購入して支給する食事については、その食事の購入価額に相当す
　る金額
　以上のほか、通常の勤務時間外に宿日直又は残業をした人に対し、これらの勤務をするこ

制 服 等 の 支 給 　職務の性質上制服を着用しなければならない人に対して支給又は貸与する制服その他の身の

社 宅 等 の 貸 与

　使用人等に対して無償又は低額の賃貸料で社宅や寮等を貸与することによりその使用人等
が受ける経済的利益については、使用人等から一定の算式により求めた社宅等について通常
支払うべき賃貸料の額以上の賃貸料を徴収していれば課税されませんが、使用人等から徴収
している賃貸料が、その社宅等について通常支払うべき賃貸料の額を下回っている場合には、

　なお、役員に貸与している社宅等が、いわゆる豪華社宅である場合には、通常の賃貸料の
額は一般の賃貸住宅とした場合に通常支払うべき使用料の額により評価することとされてい

レクリエーショ
ンの費用の負担

　レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演
芸会、運動会等の行事の費用を使用者が負担することにより、その行事に参加した人が受け

　永年にわたり勤務した人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念
品を支給することによる経済的利益で、その表彰が、おおむね 10 年以上勤続した人を対象と
したものであるなど一定の要件を満たすものについては、課税されません（所基通36-21)。

　創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念
品で、その支給する記念品が、社会通念上記念品としてふさわしいものであって、その価額
（処分見込価額により評価した価額）が 10,000 円以下のものであるなど一定の要件を満た
すものについては、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際して支給するも
のを除き、課税されません（所基通 36-22）。
　なお、その価額が 10,000 円以下のものであるかどうかは、消費税及び地方消費税の額を
除いた金額により判定します（平元直法６-１（最終改正平 26 課法９-１))。

　使用者の取り扱う商品、製品等（有価証券及び食事を除きます。）の値引販売をすること
による経済的利益については、その値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、通常他に
販売する価額のおおむね 70% 以上であるなど一定の要件を満たす場合には、課税されませ
ん（所基通 36-23）。

る経済的利益については、自己の都合でその行事に参加しなかった人に対しその参加に代え
て金銭を支給する場合や役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合を除き、課税

　なお、レクリエーション旅行については、旅行期間が４泊５日（目的地が海外の場合は、
目的地における滞在日数）以内であるなど一定の要件を満たしている場合には、その経済的
利益の額が少額不追及の趣旨を逸脱しない限り、原則として課税しなくて差し支えありませ

永年勤続記念品
等の支給

創業記念品等の
支給

商品、製品等の
値引販売
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値引販売

区　　　　　分 取　　　　　　　　扱　　　　　　　　い

金銭の無利息
貸付け等

　使用者が金銭を無利息又は低い金利で貸し付けたことによる経済的利益については、①その
経済的利益が、災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった人に対して
その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認めら
れる期間内に受けるものである場合、②使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認
められる貸付利率により利息を徴している場合、又は、③その供与される経済的利益の合計額
が年間 5,000 円以下の場合には、課税されません（所基通 36 28）。

福利厚生施設の
利用

　福利厚生施設の運営費等を使用者が負担することにより利用者が受ける経済的利益について
は、その額が著しく多額である場合や役員だけを対象としてその経済的利益が供与される場合
を除き、課税されません（所基通 36 29）。

Ⅲ　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

　給与等の支払を受ける人は、毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書」を給与等の支払者（２か所以上から給与等の支払を受けている人は主たる給与等の支払者）に
提出しなければならないこととされています（所法 194 ①）。
　この申告書は、扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人でも提出しなければならないこととされて
おり、この申告書の提出のない人が支払を受ける給与等については、税額表の「乙」欄が適用されることに
なります（この申告書を提出した場合よりも高い税率が適用されます。）ので、この申告書を提出できる人（主
たる給与等の支払者から給与等の支払を受ける人）についてはこれを提出するよう指導してください。
　なお、給与等の支払を受ける人から受理したこの申告書は、税務署長から提出を求められるまでの間は、
提出を受けた給与等の支払者が保存するものとされています（所規 76 の３）。

≪社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に係る源泉徴収事務での主な取扱い≫
１　「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」への番号記載
　　給与等の支払者が、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出を受ける場合には、給与所得者か
　ら給与所得者本人、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族等のマイナンバー（個人番号）が記載され
　た申告書の提出を受ける必要があります。
　（注）　給与等の支払者が、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に記載されるべき給与所得者本人、源泉控除対象配
　　　 偶者及び源泉控除対象親族等のマイナンバー（個人番号）その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その給与
　　　 所得者が提出する「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」には、その帳簿に記載されているマイナンバー（個人番
　　　号）の記載を要しないこととされています（所法 198④、所規 76 の２⑤～⑩）。

２　本人確認の実施
　　給与等の支払者が、給与所得者からマイナンバー（個人番号）の提供を受ける場合は、本人確認として、
　提供を受ける番号が正しいことの確認【番号確認】と、番号の提供をする者が真にその番号の持ち主であ
　ることの確認【身元確認】を行う必要があります。
　　なお、給与等の支払者が本人確認を行う必要があるのは、マイナンバー（個人番号）の提供を行う給与
　所得者本人のみとなります（源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族等の本人確認は、給与所得者が行う
　こととなります。）。
　　（注）　 本人確認を行う場合に使用する書類の例
　　　　①　マイナンバーカード【番号確認と身元確認】
　　　　②　通知カード（※）【番号確認】+ 運転免許証、パスポートなど【身元確認】（写真表示のない身分証明書等により身元確

※　通知カードを番号確認書類として使用するためには、通知カードの記載事項が住民票の氏名、住所等と一致している必要がありま
　す。また、令和２年５月25日以後交付される「個人番号通知書」については、番号確認書類として使用できませんのでご注意ください。

　　　　　認を行う場合には 2種類必要です。）

※　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について、詳しくはデジタル庁ホームページ【https://www.digital.go.jp】
　又は国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】をご覧ください。

https://www.digital.go.jp
https://www.nta.go.jp

